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議案第 １ 号 

 

財産の取得の変更について 

 

 次のとおり財産の取得を変更する。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 

 

記 

 

１ 取得財産の表示（土地） 

所  在  地 地  目 地  積 

足利市県町１０番２ほか１４８筆 田、畑及び用悪水路 172,345.52㎡ 

 

２ 取得金額 ７０６，１０４，３４１円 

 

３ 取 得 先  

 ほか７７名 
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議案第 ２ 号 

 

財産の取得について 

 

 次のとおり財産を取得する。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 

 

記 

 

１ 取得財産の表示（土地） 

所  在  地 地  目 地  積 

足利市藤本町３０９番ほか１筆 田 5,336.98㎡ 

 

２ 取得金額 ２０，０１３，６７４円 

 

３ 取 得 先  
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議案第 ３ 号 

 

令和５年度足利市行政組織の改正に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について 

 

 次のとおり制定する。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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令和５年度足利市行政組織の改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

（足利市新クリーンセンターの整備・運営事業者等の選定手続に関する条例の

一部改正） 

第１条 足利市新クリーンセンターの整備・運営事業者等の選定手続に関する 

条例（令和４年足利市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第１１条中「総合政策部公共施設整備課」を「総合政策部公共施設マネジメ

ント課」に改める。 

（足利市都市計画審議会条例の一部改正） 

第２条 足利市都市計画審議会条例（平成１２年足利市条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 

第７条中「都市建設部都市計画課」を「都市建設部都市政策課」に改める。 

（足利市青少年センター条例の一部改正） 

第３条 足利市青少年センター条例（昭和４０年足利市条例第７号）の一部を次

のように改正する。 

第１条第２項中「前項の青少年センター」を「青少年センター」に、「足利

市本城三丁目２１４５番地」を「足利市相生町１番地１」に改める。 

（足利市生涯学習センター条例の一部改正） 

第４条 足利市生涯学習センター条例（平成１８年足利市条例第１６号）の一部

を次のように改正する。 

附則第２項を削り、附則第１項の項番号を削る。 

（足利市立教育研究所設置条例の一部改正） 

第５条 足利市立教育研究所設置条例（昭和３１年足利市条例第３２号）の一部

を次のように改正する。 

第３条中「次の」を「、次の」に改め、同条の表位置の項中「足利市相生町

１番地１」を「足利市本城三丁目２１４５番地」に改める。 

第４条第２項中「外」を「ほか」に、「おく」を「置く」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第 ４ 号 

 

令和４年度足利市一般会計補正予算（第１０号）について 

 

次のとおり定める。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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   令和４年度足利市一般会計補正予算（第１０号） 

令和４年度足利市の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４，０００千円を追加し、 

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５８，３１６，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正                  （単位千円) 

 歳 入 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

50 国庫支出金  12,196,433 1,820 12,198,253 

 10 国庫負担金 7,549,067 1,820 7,550,887 

55 県 支 出 金  4,620,331 7,125 4,627,456 

 10 県 負 担 金 2,927,548 7,125 2,934,673 

65 寄 附 金  149,052 10,000 159,052 

 10 寄 附 金 149,052 10,000 159,052 

75 繰 越 金  1,110,447 5,055 1,115,502 

 10 繰 越 金 1,110,447 5,055 1,115,502 

歳 入 合 計 58,292,000 24,000 58,316,000 

 

 歳 出 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

15 総 務 費  3,957,686 8,000 3,965,686 

 10 総務管理費 2,810,228 8,000 2,818,228 
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20 民 生 費  24,473,885 11,923 24,485,808 

 10 社会福祉費 7,452,403 11,923 7,464,326 

55 教 育 費  5,460,800 4,077 5,464,877 

 30 保健体育費 1,793,120 4,077 1,797,197 

歳 出 合 計 58,292,000 24,000 58,316,000 

 

第２表 繰越明許費補正                   （単位千円） 

追 加 

款 項 事  業  名 金 額 

15 総 務 費 10 総務管理費 防災対策事業費 1,914 

  公共施設等適正管理推進事業費 1,232 

20 民 生 費 15 児童福祉費 民間保育所等施設整備費補助金 131,910 

 20 老人福祉費 整備事業費（幸楽荘設備整備） 2,728 

25 衛 生 費 10 保健衛生費 斎場再整備事業費 25,314 

 15 清 掃 費 地区環境保全協議会交付金等 2,500 

  
クリーンセンター（南部クリーン

センター焼却施設改修） 
393,800 

  ごみ処理施設等建設事業費 9,300 

35 農林水産業費 15 林 業 費 林道事業費 10,700 

45 土 木 費 15 道路橋りょう費 急傾斜地崩壊対策事業費等負担金 13,588 

  道路メンテナンスサイクル事業費 19,340 

  五十部町４号線道路改良事業費 18,180 

  橋りょう維持補修費 10,000 

  橋りょう整備事業費 7,657 
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  橋りょう長寿命化修繕事業費 52,180 

 20 河 川 費 一般排水路工事費 14,036 

  河川排水路浚渫等工事費 5,000 

 
25 都市計画費 （仮称）足利スマートＩＣ 

関連事業費 
8,520 

  
都市再生区画整理交付金事業費

（中央土地区画整理） 
43,835 

  西新井地区環境改善事業費 1,800 

  
社会資本整備総合交付金事業費

（山辺西部第一） 
8,054 

  
都市再生区画整理交付金事業費

（山辺西部第一） 
19,325 

  単独事業費（山辺西部第一） 36,864 

  
社会資本整備総合交付金事業費

（山辺西部第二） 
6,050 

  単独事業費（山辺西部第二） 2,100 

  
公共用地先行取得事業費 

（山辺西部第二） 
48,502 

 30 住 宅 費 市営住宅再編計画推進事業費 5,173 

50 消 防 費 10 消 防 費 消防・救急活動事務費 13,266 

  消防庁舎等整備事業費 5,500 

55 教 育 費 15 小 学 校 費 校舎等維持補修費 2,574 

 30 保健体育費 地域運動施設維持補修費 4,077 
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議案第 ５ 号 

 

足利市個人情報保護法施行条例の制定について 

 

 次のとおり制定する。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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足利市個人情報保護法施行条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。

以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令

（平成１５年政令第 507 号。以下「令」という。）で使用する用語の例に 

よる。 

 （実施機関） 

第３条 この条例において「実施機関」とは、法第２条第１１項第２号に規定 

する地方公共団体の機関であって、市長、公営企業管理者、消防長、教育委員

会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査

委員会及び財産区をいう。 

 （不開示情報） 

第４条 法第７８条第２項の規定により読み替えて適用する同条第１項の不開示

とする必要があるものとして条例で定めるものは、足利市情報公開条例（平成

１１年足利市条例第３号）第８条第８号に掲げる情報とする。 

 （開示請求に係る手数料） 

第５条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手数料の額は、

無料とする。 

２ 法の規定に基づき保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成

及び送付に要する費用を負担しなければならない。 

 （開示決定等の期限） 

第６条 開示決定等は、開示請求があった日から１５日以内にしなければならな

い。ただし、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、 

当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 
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２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由

があるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。

この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間

及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

 （開示決定等の期限の特例） 

第７条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった

日から４５日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行

に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施

機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に

開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等を

すれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第１項に規定する期間内

に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

（審査請求） 

第８条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正 

請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服があるものは、実施機関

に対し、審査請求をすることができる。 

（審査請求があった場合の手続） 

第９条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正 

請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、 

当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当す

る場合を除き、足利市行政不服審査会（以下「審査会」という。）に諮問しな

ければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の
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全部を開示することとする場合（当該保有個人情報の開示について反対意見

書が提出されている場合を除く。） 

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の

訂正をすることとする場合 

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の

利用停止をすることとする場合 

２ 前項の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問庁」という。）は、審査

会から当該諮問に対して答申があったときは、これを尊重して、遅滞なく、 

当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。 

（諮問をした旨の通知） 

第１０条 諮問庁は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければな

らない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第

１３条第４項に規定する参加人をいう。以下同じ。） 

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求人

又は参加人である場合を除く。） 

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した

第三者（当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

（審査会の調査権限） 

第１１条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報

の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その

提示された保有個人情報の開示を求めることができない。 

２ 諮問庁は、審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを 

拒んではならない。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含ま

れている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料
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を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、

審査請求人、参加人又は諮問庁（以下「審査請求人等」という。）に意見書又

は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、

又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。 

（意見の陳述等） 

第１２条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人

等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その

必要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、

補佐人とともに出頭することができる。 

（意見書等の提出） 

第１３条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することがで

きる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を

定めたときは、その期間内に提出しなければならない。 

（委員による調査手続） 

第１４条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第１１

条第１項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第４項の規定

による調査をさせ、又は第１２条第１項本文の規定による審査請求人等の意見

の陳述を聴かせることができる。 

（提出資料の写しの送付等） 

第１５条 審査会は、第１１条第３項若しくは第４項又は第１３条の規定による

意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し（電磁的記

録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面）を当該意見

書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。

ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な
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理由があるときは、この限りでない。 

２ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料（電磁

的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したも

の）の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の 

利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときで

なければ、その閲覧を拒むことができない。 

３ 審査会は、第１項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ

ようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査 

請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がない

と認めるときは、この限りでない。 

４ 審査会は、第２項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定すること

ができる。 

（調査審議手続の非公開） 

第１６条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 

（答申書の送付） 

第１７条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求

人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

 （個人情報保護審議会） 

第１８条 実施機関は、法第３章第３節の施策を講ずる場合その他の場合におい

て、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴く

ことが特に必要であると認めるときは、足利市個人情報保護審議会（以下 

「審議会」という。）を置くことができる。 

２ 審議会は、委員５人以内をもって組織する。 

３ 委員は、非常勤とする。 

４ 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。 

５ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、
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前任者の残任期間とする。 

６ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続

きその職を行うものとする。 

７ 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は 

委員に職務上の義務違反その他委員として適していない非行があると認めると

きは、その委員を解嘱することができる。 

８ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

９ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、 

規則で定める。 

 （委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （足利市個人情報保護条例の廃止 ） 

第２条 足利市個人情報保護条例（平成１４年足利市条例第５号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

第３条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の足利市個人情報保護条例

（以下「旧条例」という。）第８条の規定によるその業務に関して知り得た旧

条例第２条第２号に規定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）の内容

をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務について

は、前条の規定の施行の日（以下「附則第２条施行日」という。）後も、なお

従前の例による。 

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第２条第１号に規定する実施機関 

（以下「旧実施機関」という。）の職員である者又は附則第２条施行日前に
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おいて旧実施機関の職員であった者のうち、附則第２条施行日前において旧

個人情報の取扱いに従事していた者 

(2) 附則第２条施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託

を受けた業務に従事していた者 

２ 附則第２条施行日前に旧条例第１９条、第２４条又は第３４条の規定による

請求がされた場合における旧個人情報の開示及び訂正等並びに旧条例第２９条

第４号に規定する保有特定個人情報の利用停止については、なお従前の例による。 

３ 旧実施機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、附則第２条施

行日前にされた旧実施機関の処分又は附則第２条施行日前にされた申請に係る

旧実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。 

４ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第２条施行日前において旧 

実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第２条第

５号に規定する個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工した

ものを含む。）を附則第２条施行日後に提供したときは、２年以下の懲役又は

1,000,000円以下の罰金に処する。 

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は附則第２条施

行日前において旧実施機関の職員であった者 

(2) 第１項第２号に掲げる者 

５ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第２条施行日前に 

おいて旧実施機関が保有していた旧個人情報を附則第２条施行日後に自己若し

くは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下

の懲役又は 500,000円以下の罰金に処する。 

６ 前２項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 

（罰則に関する経過措置） 

第４条 旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、 

その失効後も、なお従前の例による。 
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議案第 ６ 号 

 

足利市消防団条例の改正について 

 

 次のとおり改正する。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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足利市消防団条例の一部を改正する条例 

足利市消防団条例（昭和４１年足利市条例第９号）の一部を次のように改正 

する。 

 第９条の見出しを「（服務規律）」に改め、同条中「水火災その他の災害」を

「災害（水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。）」に改める。 

 第１３条の見出しを「（年額報酬）」に改め、同条第１項中「団員」を「基本

消防団員」に、「次により報酬」を「次の表の左欄に掲げる職名に応じ、それぞ

れ同表の右欄に定める年額報酬」に改め、同条の表を次のように改める。 

職名 年額報酬 

団長 187,000円 

副団長 134,000円 

分団長 99,000円 

副分団長 77,000円 

部長 67,000円 

副部長 56,000円 

班長 51,000円 

団員 48,000円 

 第１３条第２項を削る。 

 第１４条の見出しを「（出動報酬及び費用弁償）」に改め、同条第１項各号 

列記以外の部分中「水火災」を「災害」に、「次により費用を弁償」を「次の各

号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を出動報酬として支給」に改め、同項

ただし書を削り、同項第１号を次のように改める。 

 (1) 災害に従事する場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア 従事時間が７時間 45分以上 １日につき 8,000円 

イ 従事時間が７時間 45分未満 １日につき 4,000円 

ウ 現場到着時に既に鎮火していた火災 １日につき 2,000円 
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エ 誤報等による出動 １日につき 2,000円 

 第１４条第１項第２号中「警戒」の次に「等」を加え、「１回につき 2,000

円」を「１日につき 2,000 円」に改め、同項第３号中「訓練」の次に「等」を

加え、「１回につき 2,000 円」を「１日につき上限 2,000 円」に改め、同条第

３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、「次の」の

次に「各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める」を加え、同項ただし書を削り、

同項第１号中「副団長市職員」を「副団長 市職員」に改め、同項第２号中「副

分団長市職員」を「副分団長 市職員」に改め、同項第３号中「副部長市職員」

を「副部長 市職員」に改め、同項第４号中「班長市職員」を「班長 市職員」

に改め、同項第５号中「団員市職員」を「団員 市職員」に改め、同項を同条第

３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 機能別消防団員が市長が別に定める範囲の活動に従事する場合においては、

１日につき 2,000 円の出動報酬を支給する。ただし、災害に従事する場合に

おいては、前項第１号の規定を適用する。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第 ７ 号 

 

足利市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例及び足利市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の改正について 

 

 次のとおり改正する。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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足利市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例及び足利市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例 

（足利市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第１条 足利市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める 

条例（平成２６年足利市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第６条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、

放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の

安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課

後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、

職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における安全に関する

事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、

当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知すると

ともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との 

連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等につい

て周知しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に

応じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組

等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、 
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利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握する

ことができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごと

に、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知 

するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければな

らない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、 

必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び 

食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。 

（足利市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 足利市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（平成２６年足利市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、 

家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、 

職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育

事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修



- ２６ - 

 

及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての 

計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画

に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、

前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携

が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について 

周知しなければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて

安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等

のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、

利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に

把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければなら

ない。 

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業所を除く。）は、利用乳幼児の

送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより

１つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の

態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと 

認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザー

その他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて

前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければ

ならない。 

第１０条中「ときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」を

加え、同条ただし書を削る。 



- ２７ - 

 

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び 

食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、第１条の規定による

改正後の足利市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例第６条の２の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは

「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよ

う努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなけ

れば」とする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の足利市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例第７条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業

者等（同条例第３条第１項に規定する家庭的保育事業者等をいう。以下同

じ。）において利用乳幼児（同条例第２条に規定する利用乳幼児をいう。以下

同じ。）の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該 

自動車に同条例第７条の３第２項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児

の見落としを防止する装置（以下「ブザー等」という。）を備えること及び 

これを用いることにつき困難な事情があるときは、令和６年３月３１日までの

間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用

乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、

ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければ

ならない。 
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議案第 ８ 号 

 

足利市保育所条例の改正について 

 

 次のとおり改正する。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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足利市保育所条例の一部を改正する条例 

足利市保育所条例（平成１７年足利市条例第５３号）の一部を次のように改正

する。 

別表第１足利市大前保育所の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第 ９ 号 

 

足利市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の改正について 

 

 次のとおり改正する。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 

 



- ３１ - 

 

足利市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

足利市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年足利市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

第５０条中「及び第２３条」を「、第２３条から第２５条まで及び第２７条」

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１０号 

 

足利市国民健康保険条例の改正について 

 

 次のとおり改正する。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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足利市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

足利市国民健康保険条例（昭和３４年足利市条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

第７条第１項中「408,000円」を「488,000円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第７条第１項の規定は、この条例の施行の日以後の

出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時

金については、なお従前の例による。 
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議案第１１号 

 

令和４年度足利市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算

（第２号）について 

 

次のとおり定める。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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   令和４年度足利市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第２号） 

令和４年度足利市の国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９６，０００千円を追加し、 

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４，７７６，０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正                  （単位千円) 

 歳 入 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

50 繰 入 金  1,269,668 25,636 1,295,304 

 10 他会計繰入金 1,118,565 11,923 1,130,488 

 15 基金繰入金 151,103 13,713 164,816 

55 繰 越 金  1 70,364 70,365 

 10 繰 越 金 1 70,364 70,365 

歳 入 合 計 14,680,000 96,000 14,776,000 

 歳 出 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

40 諸 支 出 金  21,070 96,000 117,070 

 10 償還金及び還付加算金 21,069 96,000 117,069 

歳 出 合 計 14,680,000 96,000 14,776,000 
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議案第１２号  

 

令和４年度足利市太陽光発電事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

 

次のとおり定める。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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   令和４年度足利市太陽光発電事業特別会計補正予算（第１号） 

 令和４年度足利市の太陽光発電事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入予算の補正） 

第１条 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

歳入予算の金額は、「第１表 歳入予算補正」による。 

 

第１表 歳入予算補正                    （単位千円) 

歳 入 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

10 売 電 収 入  52,953 △12,000 40,953 

 10 売 電 収 入 52,953 △12,000 40,953 

15 繰 入 金  0 12,000 12,000 

 20 基金繰入金 0 12,000 12,000 

歳 入 合 計 54,300 0 54,300 
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議案第１３号 

 

足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業と

の調和に関する条例及び足利市手数料条例の改正について 

 

 次のとおり改正する。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業と

の調和に関する条例及び足利市手数料条例の一部を改正する条例 

 （足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との

調和に関する条例の一部改正） 

第１条 足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との 

調和に関する条例（平成２９年足利市条例第１１号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第１号中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法（平成２３年法律第 108 号）第２条第３項」を「再生可能エネル

ギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法律第 108 号）第２

条第２項」に改める。 

第９条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第９号までを１号

ずつ繰り上げる。 

第１７条第４号中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法

（昭和３６年法律第 191 号）」に、同条第９号中「電気事業者による再生可

能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を「再生可能エネルギー電気の

利用の促進に関する特別措置法」に改める。 

第３２条第５項中「有し、公正な判断をすることができる者」を「有する者

その他市長が適当と認める者」に改める。 

 （足利市手数料条例の一部改正） 

第２条 足利市手数料条例（平成１２年足利市条例第４号）の一部を次のように

改正する。 

別表第２宅地造成等規制法（昭和３６年法律第 191 号）第８条第１項本文

の規定による宅地造成規制区域内における宅地造成工事の許可申請に対する 

審査の項中「宅地造成等規制法（昭和３６年法律第 191 号）」を「宅地造成

等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）附則第２条第１項及
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び第２項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の 

宅地造成等規制法（昭和３６年法律第 191 号。以下この項及び次項において

「旧法」という。）に基づく事務のうち、旧法」に改める。 

別表第２宅地造成等規制法第１２条第１項の規定による宅地造成規制区域内

における宅地造成工事の変更許可申請に対する審査の項中「宅地造成等規制

法」を「前項の事務のうち、旧法」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５

号。次項において「改正法」という。）の施行の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正法附則第２条第１項に規定する経過措置期間における、第１条の規定に

よる改正後の足利市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業

との調和に関する条例第１７条第４号の宅地造成等規制法の規定の適用につい

ては、同号中「宅地造成及び特定盛土等規制法」とあるのは「宅地造成等規制

法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）による改正前の宅地造成等

規制法」とする。 

３ 第２条の規定による改正後の足利市手数料条例別表第２の規定は、この条例

の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数

料については、なお従前の例による。 
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議案第１４号 

 

市道路線の認定、廃止及び変更について 

 

 次のとおり定めることについて議決を求める。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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区分 
路線 

番号 
路 線 名 起 点 終 点 

延 長 

（ｍ） 

幅 員 

（ｍ） 

認定 03354 
奥戸町 

５５号線 

奥戸町 

965－1 

奥戸町 

1001 
378.10 3.00～3.98 

03355 
稲岡町 

４８号線 

稲岡町 

1020 

稲岡町 

1018 
33.57 4.45～5.27 

07354 
山下町 

１４１号線 

山下町 

2581 

山下町 

2019－1 
1874.50 5.50 

10296 
小俣町 

２６９号線 

小俣町 

1728－70 

小俣町 

1728－71 
420.00 4.00 

12645 
朝倉町 

７８号線 

朝倉町 

784－1 

朝倉町 

777－1 
61.33 6.00～10.00 

12646 
朝倉町 

７９号線 

朝倉町 

430－3 

朝倉町 

430－6 
34.66 5.00 

13451 
福居町 

１８０号線 

福居町 

108－3 

福居町 

108－8 
36.97 6.00～11.20 

14219 
上渋垂町 

６９号線 

上渋垂町 

851－36 

上渋垂町 

851－31 
61.50 6.00～8.20 

廃止 01487 
助戸新山町

１６号線 

助戸新山町

1919－5 

助戸新山町

1618－1 
88.29 3.35～4.55 

変更 00123 
小俣公園 

通り 

小俣南町 

19－10 

小俣南町 

31－3 
292.50 11.99～19.02 

01486 
新山町 

４号線 

新山町 

2209 

助戸新山町

1619－4 
119.76 3.35～6.45 

01489 
新山町 

６号線 

新山町 

30－2 

新山町 

2－3 
653.09 3.85～6.25 

02337 
八椚町 

６号線 

八椚町 

383 

八椚町 

389－2 
99.59 2.00～2.50 

03037 
奥戸町 

３７号線 
奥戸町 910 奥戸町 961 113.60 3.10～3.31 

03038 
奥戸町 

３８号線 
奥戸町 770 奥戸町 908 464.78 3.00～4.00 

03041 
奥戸町 

４１号線 
奥戸町 805 奥戸町 837 717.69 3.00～3.50 

03042 
奥戸町 

４２号線 
奥戸町 870 奥戸町 901 566.05 3.00 
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03254 
稲岡町 

１１号線 
稲岡町 1023 稲岡町 1035 151.61 2.75～6.85 

12321 
借宿町 

６号線 

借宿町 

303－7 

借宿町 

51－1 
155.49 3.00～9.66 

12347 
借宿町 

２０号線 

借宿町 

343－3 

借宿町 

401－1 
286.18  3.30～9.02 
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議案第１５号 

 

令和５年度足利市一般会計予算について 

 

 次のとおり定める。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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   令和５年度足利市一般会計予算 

 令和５年度足利市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５３，７００，０００千円と

定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 214 条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務 

負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第 230 条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方

債」による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの 

最高額は、７，０００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の 

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費に係る予算額

に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

（報酬及び旅費は会計年度任用職員に限る。） 
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 第１表 歳入歳出予算                    (単位千円) 

 歳 入 

款 項 金     額 

10 市 税  19,161,221 

 10 市 民 税 8,322,154 

15 固 定 資 産 税 8,095,186 

20 軽 自 動 車 税 482,101 

27 市 た ば こ 税 960,104 

40 鉱 産 税 1 

60 都 市 計 画 税 1,301,675 

12 地 方 譲 与 税  444,801 

 9  地方揮発油譲与税 100,000 

 10 自動車重量譲与税 320,000 

 16 森 林 環 境 譲 与 税 24,801 

13 利 子 割 交 付 金  5,500 

 10 利 子 割 交 付 金 5,500 

14 配 当 割 交 付 金  80,000 

 10 配 当 割 交 付 金 80,000 

16 株式等譲渡所得割交付金  80,000 

 10 株式等譲渡所得割交付金 80,000 

17 法人事業税交付金  250,000 

 10 法人事業税交付金 250,000 

18 地方消費税交付金  3,700,000 

 10 地方消費税交付金 3,700,000 

20 ゴルフ場利用税交付金  60,000 

 10 ゴルフ場利用税交付金 60,000 
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26 環境性能割交付金  47,000 

 10 環境性能割交付金 47,000 

27 地 方 特 例 交 付 金  148,300 

 10 地 方 特 例 交 付 金 140,000 

 15 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 8,300 

30 地 方 交 付 税  6,550,000 

 10 地 方 交 付 税 6,550,000 

35 交通安全対策特別交付金  17,000 

 10 交通安全対策特別交付金 17,000 

40 分担金及び負担金  181,768 

 10 負 担 金 181,768 

45 使用料及び手数料  1,313,913 

 

 

10 使 用 料 696,592 

15 手 数 料 617,321 

50 国 庫 支 出 金  8,084,892 

 10 国 庫 負 担 金 6,648,582 

 15 国 庫 補 助 金 1,395,172 

 20 委 託 金 41,138 

55 県 支 出 金  4,302,692 

 10 県 負 担 金 2,893,028 

 15 県 補 助 金 1,157,568 

 20 委 託 金 252,096 

60 財 産 収 入  213,480 

 

 

10 財 産 運 用 収 入 50,015 

15 財 産 売 払 収 入 163,465 
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65 寄 附 金  204,699 

 10 寄 附 金 204,699 

70 繰 入 金  1,486,608 

 10 基 金 繰 入 金 1,486,608 

75 繰 越 金  300,000 

 10 繰 越 金 300,000 

80 諸 収 入  3,536,126 

 10 延滞金加算金及び過料 28,609 

 15 市 預 金 利 子 1 

 20 貸 付 金 元 利 収 入 3,071,400 

 30 雑 入 436,116 

85 市 債  3,532,000 

 10 市 債 3,532,000 

歳    入    合    計 53,700,000 

 

 歳 出 

款 項 金     額 

10 議 会 費  364,002 

 10 議 会 費 364,002 

15 総 務 費  3,793,483 

 

10 総 務 管 理 費 2,588,545 

15 徴 税 費 572,828 

20 戸籍住民基本台帳費 430,967 

25 選 挙 費 127,892 

30 統 計 調 査 費 41,904 

35 監 査 委 員 費 31,347 
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20 民 生 費  21,526,038 

 

10 社 会 福 祉 費 5,477,204 

15 児 童 福 祉 費 8,829,996 

20 老 人 福 祉 費 4,734,705 

25 生 活 保 護 費 2,483,723 

30 災 害 救 助 費 410 

25 衛 生 費  5,435,350 

 
10 保 健 衛 生 費 2,790,450 

15 清 掃 費 2,644,900 

30 労 働 費  27,231 

  10 労 働 諸 費 27,231 

35 農 林 水 産 業 費  612,513 

 
10 農 業 費 458,092 

15 林 業 費 154,421 

40 商 工 費  3,896,377 

 10 商 工 費 3,896,377 

45 土 木 費  6,391,884 

 

10 土 木 管 理 費 151,312 

15 道 路 橋 り ょ う 費 1,623,822 

20 河 川 費 234,770 

25 都 市 計 画 費 3,882,163 

30 住 宅 費 499,817 

50 消 防 費   1,858,807 

 10 消 防 費 1,858,807 

55 教 育 費  5,299,017 
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10 教 育 総 務 費 821,887 

15 小 学 校 費 716,317 

20 中 学 校 費 510,828 

25 社 会 教 育 費 1,836,788 

30 保 健 体 育 費 1,413,197 

60 災 害 復 旧 費  8 

 10 厚生労働施設災害復旧費 1 

 

15 農林水産業施設災害復旧費  3 

20 公共土木施設災害復旧費 2 

25 文教施設災害復旧費 1 

30 公共公用施設災害復旧費 1 

65 公 債 費  4,395,289 

 10 公 債 費 4,395,289 

70 諸 支 出 金  1 

 10 普 通 財 産 取 得 費 1 

75 予 備 費  100,000 

 10 予 備 費 100,000 

歳    出    合    計 53,700,000 
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第２表 債務負担行為                     (単位千円) 

事          項 期    間 限度額 

非常用自家発電設備更新工事費 
令和５年度から 

令和６年度まで 
109,000 

がん検診等受診券一括送付業務委託 
令和５年度から 

令和６年度まで 
2,667 

新斎場設備導入経費 
令和５年度から 

令和６年度まで 
40,000 

新クリーンセンター施工監理業務委託 
令和５年度から 

令和１１年度まで 
380,622 

 

第３表 地方債                        (単位千円) 

起債の目的 限 度 額 
起 債 の 

方    法 
利   率 

償   還   の   方   法 

期  間 

(内据置期間) 
方    法 

総 務 管 理 

事 業 費 
36,800 

普通貸借

又 は 

証券発行 

4.0％以内

（ただし、 

利率見直

し方式で

借り入れ

る場合は、 

当該見直

し後の利

率） 

20年以内 

(5年以内) 

年賦又は半年 

賦償還とする。 

ただし、償還期

日は借入先と協

定するものとす

る。 

 市財政の都合

により繰上償還

のために償還年

限を短縮し、 

保 健 衛 生 

事 業 費 
922,200 

30年以内 

(5年以内) 

清掃事業費 250,500 
30年以内 

(5年以内) 

農業事業費 14,800 
15年以内 

(3年以内) 

道路橋りょう 

事 業 費 
669,400 

20年以内 

(5年以内) 
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河川事業費 171,500 

  

20年以内 

(5年以内) 

又は低利債に借

換えすることが

できる。 都 市 計 画 

事 業 費 
388,400 

20年以内 

(5年以内) 

住宅事業費 141,300 
20年以内 

(5年以内) 

消防事業費 207,800 
20年以内 

(5年以内) 

中 学 校 

事 業 費 
57,200 

10年以内 

(3年以内) 

社 会 教 育 

事 業 費 
171,300 

25年以内 

(3年以内) 

保 健 体 育 

事 業 費 
68,800 

25年以内 

(3年以内) 

臨 時 財 政 

対   策 
432,000 

20年以内 

(3年以内) 

計 3,532,000  
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議案第１６号 

 

令和５年度足利市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算について 

 

 次のとおり定める。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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   令和５年度足利市介護保険特別会計（保険事業勘定）予算 

 令和５年度足利市の介護保険特別会計（保険事業勘定）の予算は、次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，１７４，０００千円と

定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 

 

第１表 歳入歳出予算                     (単位千円) 

 歳 入 

款 項 金    額 

10 介 護 保 険 料  2,811,434 

 10 介 護 保 険 料 2,811,434    

15 使用料及び手数料  227 

 10 手 数 料 227 

20 国 庫 支 出 金  3,298,742 

 10 国 庫 負 担 金 2,368,928 

15 国 庫 補 助 金 929,814 

25 支 払 基 金 交 付 金  3,654,556 

 10 支 払 基 金 交 付 金 3,654,556 

30 県 支 出 金  1,954,413 

 

10 県 負 担 金 1,839,381 

15 財政安定化基金支出金 1 

20 県 補 助 金 115,031 
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35 財 産 収 入  389 

 10 財 産 運 用 収 入 288 

15 財 産 売 払 収 入 101 

40 繰 入 金  2,454,013 

 
10 他 会 計 繰 入 金 2,185,019 

15 基 金 繰 入 金 268,994 

45 繰 越 金  1 

 10 繰 越 金 1 

50 諸 収 入  225 

 10 延滞金加算金及び過料 1 

15 預 金 利 子 1 

20 雑 入 223 

歳    入    合    計 14,174,000 

 

 歳 出 

款 項 金    額 

10 総 務 費  308,067 

 10 総 務 管 理 費 236,466 

15 徴 収 費 12,162 

20 介護認定審査会費 16,419 

25 認 定 調 査 費 42,970 

30 趣 旨 普 及 費 50 

15 保 険 給 付 費  12,979,423 

 10 介護サービス等諸費 12,294,239 

 15 高 額 サ ー ビ ス 費 315,000 

20 市町村特別給付費 29,184 
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25 特定入所者介護サービス等費 341,000 

25 保 健 福 祉 事 業 費  45,951 

 10 保 健 福 祉 事 業 費 45,951 

27 地 域 支 援 事 業 費  803,422 

 12 介護予防・生活支援サービス事業費 575,857 

 14 一般介護予防事業費 10,995 

 15 包括的支援事業・任意事業費 216,570 

30 基 金 積 立 金  288 

 10 基 金 積 立 金 288 

35 諸 支 出 金  6,849 

 10 償還金及び還付加算金 6,849 

40 予 備 費  30,000 

 10 予 備 費 30,000 

歳    出    合    計 14,174,000 
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議案第１７号 

 

令和５年度足利市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算について 

 

 次のとおり定める。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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   令和５年度足利市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算 

 令和５年度足利市の国民健康保険特別会計（事業勘定）の予算は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，２６０，０００千円と

定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 214 条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務 

負担行為」による。 

 

第１表 歳入歳出予算                     (単位千円) 

 歳 入 

款 項 金    額 

10 国 民 健 康 保 険 税  2,462,457 

 10 国 民 健 康 保 険 税 2,462,457 

15 一 部 負 担 金  4 

 10 一 部 負 担 金 4 

20 使用料及び手数料  1,080 

 10 手 数 料 1,080 

25 国 庫 支 出 金  501 

 15 国 庫 補 助 金 501 

35 県 支 出 金  10,542,101 
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 5 県 負 担 金 10,242,435 

10 県 補 助 金 299,666 

45 財 産 収 入  665 

 10 財 産 運 用 収 入 664 

15 財 産 売 払 収 入 1 

50 繰 入 金  1,212,491 

 10 他 会 計 繰 入 金 1,089,584 

 15 基 金 繰 入 金 122,907 

55 繰 越 金  1 

 10 繰 越 金 1 

60 諸 収 入  40,700 

 10 延滞金加算金及び過料 22,168 

 20 雑 入 18,532 

歳    入    合    計 14,260,000    

 

 歳 出 

款 項 金    額 

10 総 務 費  254,943 

 10 総 務 管 理 費 232,066 

15 徴 税 費 22,067 

20 運 営 協 議 会 費 810 

15 保 険 給 付 費  10,368,029 

 10 療 養 諸 費 8,996,357 

15 高 額 療 養 費 1,305,050 

17 移 送 費 101 
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20 出 産 育 児 諸 費 50,021 

 25 葬 祭 諸 費 13,500 

 30 傷 病 手 当 諸 費 3,000 

25 共 同 事 業 拠 出 金  250 

 10 共 同 事 業 拠 出 金 250 

26 国民健康保険事業費納付金  3,433,515 

10 医 療 給 付 費 分 2,100,386 

15 後期高齢者支援金等分 991,859 

20 介 護 納 付 金 分 341,270 

30 保 健 事 業 費  131,529 

 5 特定健康診査等事業費 105,869 

10 保 健 事 業 費 25,660 

35 基 金 積 立 金  664 

 10 基 金 積 立 金 664 

40 諸 支 出 金  21,070 

 10 償還金及び還付加算金 21,069 

15 延 滞 金 1 

45 予 備 費  50,000 

 10 予 備 費 50,000 

歳    出    合    計 14,260,000 

 

第２表 債務負担行為                     (単位千円) 

事          項 期    間 限度額 

特定健康診査等受診券一括送付業務委託 
令和５年度から 

令和６年度まで 
2,169 
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議案第１８号 

 

令和５年度足利市後期高齢者医療特別会計予算について 

 

 次のとおり定める。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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   令和５年度足利市後期高齢者医療特別会計予算 

 令和５年度足利市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところに 

よる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，１５７，０００千円と 

定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 

第１表 歳入歳出予算                     (単位千円) 

 歳 入 

款 項 金    額 

10 後期高齢者医療保険料  1,597,023 

 10 後期高齢者医療保険料 1,597,023 

15 使用料及び手数料   167 

 10 手 数 料  167 

25 繰 入 金  554,933 

 10 他 会 計 繰 入 金  554,933 

30 繰 越 金  1 

 10 繰 越 金 1 

35 諸 収 入  4,876 

 10 延滞金加算金及び過料 1 

 15 償還金及び還付加算金 4,873 

 20預 金 利 子 1 

 30雑 入 1 

歳    入    合    計 2,157,000 
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 歳 出 

款 項 金    額 

10 総 務 費  59,623 

 10 総 務 管 理 費  51,768 

15徴   収   費  7,855 

15 広 域 連 合 納 付 金   2,090,504 

 10広 域 連 合 納 付 金  2,090,504 

20 諸 支 出 金  4,873 

 10 償還金及び還付加算金 4,873 

25 予 備 費  2,000 

 10 予 備 費 2,000 

歳    出    合    計 2,157,000 
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議案第１９号 

 

令和５年度足利市太陽光発電事業特別会計予算について 

 

 次のとおり定める。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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   令和５年度足利市太陽光発電事業特別会計予算 

 令和５年度足利市の太陽光発電事業特別会計の予算は、次に定めるところに 

よる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５３，８００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

 

第１表 歳入歳出予算                     (単位千円) 

 歳 入 

款 項 金    額 

10 売 電 収 入  52,066 

 10 売 電 収 入 52,066 

13 財 産 収 入  9 

 10 財 産 運 用 収 入 9 

15 繰 入 金  1,351 

 20 基 金 繰 入 金 1,351 

17 繰 越 金 

 

 373 

10 繰 越 金 373 

20 諸 収 入  1 

 10 雑 入 1 

歳    入    合    計 53,800 
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 歳 出 

款 項 金    額 

10 管   理   費  52,233 

 10 一 般 管 理 費 3,358 

15 施 設 管 理 費 48,875 

20 予 備 費  1,567 

 10 予 備 費 1,567 

歳    出    合    計 53,800 

 



- ６７ - 

 

議案第２０号 

 

令和５年度足利市（仮称）あがた駅北産業団地開発事業特別会計

予算について 

 

 次のとおり定める。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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   令和５年度足利市（仮称）あがた駅北産業団地開発事業特別会計予算 

 令和５年度足利市の（仮称）あがた駅北産業団地開発事業特別会計の予算は、

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８９９，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出

予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 230 条第１項の規定により

起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還

の方法は、「第２表  地方債」による。 

 

第１表 歳入歳出予算                     (単位千円) 

 歳 入 

款 項 金    額 

10 財 産 収 入  19 

 10 財 産 運 用 収 入 19 

20 繰 入 金  107,343 

 10 他 会 計 繰 入 金 107,343 

40 諸 収 入  238 

 10 雑 入 238 

50 市 債 

 

 791,400 

10 市 債 791,400 

歳    入    合    計 899,000 
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 歳 出 

款 項 金    額 

10 産業団地開発事業費  808,241 

 10 産業団地開発事業費 808,241 

30 公 債 費  89,759 

 10 公 債 費 89,759 

40 予 備 費  1,000 

 10 予 備 費 1,000 

歳    出    合    計 899,000    

 

第２表 地方債                        (単位千円) 

起債の目的 限 度 額 
起 債 の 

方    法 
利   率 

償   還   の   方   法 

期  間 

(内据置期間) 
方    法 

産 業 団 地 

開発事業費 
791,400 

普通貸借

又 は 

証券発行 

4.0％以内

（ただし、 

利率見直

し方式で

借り入れ

る場合は、 

当該見直

し後の利

率） 

20年以内 

(5年以内) 

年賦又は半年 

賦償還とする。 

ただし、償還期

日は借入先と協

定するものとす

る。 

 市財政の都合

により繰上償還

のために償還年

限を短縮し、 

又は低利債に借

換えすることが

できる。 
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議案第２１号 

 

令和５年度足利市水道事業会計予算について 

 

 次のとおり定める。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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令和５年度足利市水道事業会計予算 

 （総則） 

第１条 令和５年度足利市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給 水 戸 数                 ６５，４５０戸 

（２）年 間 総 配 水 量        ２３，２２２，０００立方メートル 

（３）一 日 平 均 配 水 量            ６３，４４８立方メートル 

（４）主要な建設改良事業 

    施 設 改 良 費               ５９７，８５２千円 

    営 業 設 備 費                ２１，２９９千円 

    配 水 管 整 備 費               ４８８，９８０千円 

    施 設 整 備 費               ３０９，３００千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  収      入 

 第１款 水 道 事 業 収 益           ２，４３５，０００千円 

  第１項 営 業 収 益           ２，２２９，８７３千円 

  第２項 営 業 外 収 益             １９６，０３０千円 

  第３項 特 別 利 益               ９，０９７千円 

  支      出 

 第１款 水 道 事 業 費           ２，４１５，４００千円 

  第１項 営 業 費 用           ２，２９２，９４６千円 

  第２項 営 業 外 費 用              ９７，４５３千円 

  第３項 特 別 損 失                   １千円 

  第４項 予 備 費              ２５，０００千円 
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 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額１，４７５，６００千円は、当年度分消費税資本的

収支調整額１２２，６６６千円、当年度分損益勘定留保資金９７７，４５７千円 

及び建設改良積立金３７５，４７７千円で補塡するものとする。）。 

  収      入 

 第１款 資 本 的 収 入             ４３６，０００千円 

  第１項 国 庫 補 助 金                   １千円 

  第２項 企 業 債             ３７０，１００千円 

  第３項 他 会 計 出 資 金              １４，６３４千円 

  第４項 固定資産売却代金                  ２４千円 

  第５項 工 事 負 担 金              ５１，２４１千円 

  支      出 

 第１款 資 本 的 支 出           １，９１１，６００千円 

  第１項 建 設 改 良 費           １，４１７，４３１千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金             ４５４，１６９千円 

  第３項 予 備 費              ４０，０００千円 

（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年割額 

１資本的 
 支 出 

1建設改良費 
施 設 整 備 
事 業 

(大前浄水場耐震補強工事) 

千円 

108,000 

令和 
５ 

千円 
32,400 

６ 75,600 

（債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり

と定める。 
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事   項 期  間 限度額 

令和５年度足利市水道料金 

徴収等業務委託料 

令和５年度から 

令和６年度まで 

千円 

87,721 

 （企業債） 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利  率 償還の方法 

施 設 改 良 

事 業 

 千円  

 

213,900 

 

 

証書借入 

4.0％以内 

（ただし、利率見直

し方式で借り入れる

場合、利率の見直し

を行った後において

は、当該見直し後の

利率） 

借入先の融資条件

による。ただし、企

業財政その他の都合

により繰上償還又は

低利債に借り換える

ことができる。 

施 設 整 備 

事 業 
156,200 同上 同上 同上 

（一時借入金） 

第８条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）営 業 費 用 

（２）営 業 外 費 用 

（３）特 別 損 失 
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 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第１０条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金

額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の

議決を経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費                ２７９，３４１千円 

（２）交 際 費                     １０千円 

 （他会計からの補助金） 

第１１条 松田川ダム使用権取得に伴う水源費の償還及び管理費負担のため、 

一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、７，６８０千円である。 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１２条 たな卸資産の購入限度額は、５０，０００千円と定める。 
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議案第２２号 

 

令和５年度足利市工業用水道事業会計予算について 

 

 次のとおり定める。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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令和５年度足利市工業用水道事業会計予算 

 （総則） 

第１条 令和５年度足利市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところに 

よる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給 水 事 業 所 数                 １１（事業所） 

（２）年 間 総 配 水 量         ８，２７４，５２８立方メートル 

（３）一 日 平 均 配 水 量            ２２，６０８立方メートル 

（４）主要な建設改良事業 

    施 設 改 良 費                ４２，４３１千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  収      入 

 第１款 工業用水道事業収益             １６７，９００千円 

  第１項 営 業 収 益             １５４，７３３千円 

  第２項 営 業 外 収 益              １２，０５８千円 

  第３項 特 別 利 益               １，１０９千円 

  支      出 

 第１款 工業用水道事業費              １７４，５００千円 

  第１項 営 業 費 用             １５６，５５０千円 

  第２項 営 業 外 費 用               ７，９４９千円 

  第３項 特 別 損 失                   １千円 

  第４項 予 備 費              １０，０００千円 
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 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額６２，４００千円は、当年度分消費税資本的 

収支調整額２，６３１千円、過年度分損益勘定留保資金５９，７６９千円で 

補塡するものとする。）。 

  収      入 

 第１款 資 本 的 収 入                 １００千円 

  第１項 国 庫 補 助 金                   １千円 

  第２項 固定資産売却代金                  ９８千円 

  第３項 工 事 負 担 金                   １千円 

  支      出 

 第１款 資 本 的 支 出              ６２，５００千円 

  第１項 建 設 改 良 費              ４２，５００千円 

  第２項 予 備 費              ２０，０００千円 

 （一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、１０，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）営 業 費 用 

（２）営 業 外 費 用 

（３）特 別 損 失 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の 

議決を経なければならない。 
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（１）職 員 給 与 費                 １３，７３３千円 

 （他会計からの補助金） 

第８条 草木ダム使用権取得に伴う水源費の管理費負担のため、一般会計から 

この会計へ補助を受ける金額は、８，６４６千円である。 
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議案第２３号 

 

令和５年度足利市下水道事業会計予算について 

 

 次のとおり定める。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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令和５年度足利市下水道事業会計予算 

 （総則） 

第１条 令和５年度足利市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）接 続 戸 数                 ４４，１７９戸 

（２）年 間 総 有 収 水 量        １０，８７７，４５４立方メートル 

（３）一日平均処理水量            ２９，７２０立方メートル 

（４）主要な建設改良事業 

    管 渠 整 備 費               ７６１，５４６千円 

    処 理 場 整 備 費               １２５，５９２千円 

    営 業 設 備 費                 ８，６３４千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  収      入 

 第１款 下 水 道 事 業 収 益           ３，９４１，４００千円 

  第１項 営 業 収 益           １，９６８，５１６千円 

  第２項 営 業 外 収 益           １，９７２，８８３千円 

  第３項 特 別 利 益                   １千円 

  支      出 

 第１款 下 水 道 事 業 費           ３，９０４，５００千円 

  第１項 営 業 費 用           ３，４４７，５９９千円 

  第２項 営 業 外 費 用             ４３１，９００千円 

  第３項 特 別 損 失                   １千円 

  第４項 予 備 費              ２５，０００千円 
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 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額１，４２９，９００千円は、当年度分消費税資本的

収支調整額３８，７１２千円、過年度分損益勘定留保資金６０４，５９８千円、 

当年度分損益勘定留保資金７８６，５９０千円で補塡するものとする。）。 

  収      入 

 第１款 資 本 的 収 入           ２，８７３，６００千円 

  第１項 国 庫 補 助 金              ８０，５５０千円 

  第２項 企 業 債           １，６９１，８００千円 

  第３項 他 会 計 出 資 金             ６５０，０００千円 

  第４項 他 会 計 負 担 金             ４３０，３０６千円 

  第５項 工 事 負 担 金              １７，１５０千円 

  第６項 受益者負担金・分担金               ３，６９７千円 

  第７項 固定資産売却代金                  ９７千円 

  支      出 

 第１款 資 本 的 支 出           ４，３０３，５００千円 

  第１項 建 設 改 良 費             ８９５，７７２千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           ３，３９７，７２８千円 

  第３項 予 備 費              １０，０００千円 
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 （企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利  率 償還の方法 

下 水 道 

事 業 

 千円  

 

1,691,800 

 

 

 

 

証書借入 

 

 

4.0％以内 

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる場合、利率の

見直しを行った後

においては、当該

見直し後の利率） 

 借入先の融資条件

による。ただし、企

業財政その他の都合

により繰上償還又は

低利債に借り換える

ことができる。 

 （一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）営 業 費 用 

（２）営 業 外 費 用 

（３）特 別 損 失 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議

決を経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費                ２１４，１１１千円 

 （他会計からの補助金等） 

第９条 下水道事業に充てるため、一般会計からこの会計へ補助等を受ける金額

は、１，７９０，０００千円である。 
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報告第 １ 号 

 

市長専決処分事項報告について 

 

 次のとおり専決処分したので報告する。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 

 

記 

 

番号 専決処分の内容 

１ (1) 専決処分の種類 

市が当事者である物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定 

(2) 当事者 

ア 栃木県佐野市在住 男性（以下この項において「甲」という。） 

イ 栃木県佐野市在住 女性（以下この項において「乙」という。） 

(3) 事故発生状況 

令和４年１０月３１日に足利市高松町１２２６番地３地先（市道小曽

根高松通り路上）において、乙が運転する甲所有の車両の車輪が舗装欠

損部に落輪し、破損したものである。 

(4) 主な和解内容 

ア 市は、甲に対し、車両修理代として、１１，９０６円を支払うこと。 

イ 各当事者は、互いにこのほかの請求権を放棄し、アに定める以外の

請求はしないこと。 

(5) 和解年月日 

令和４年１２月１９日 

(6) 損害賠償額 

１１，９０６円 
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報告第 ２ 号 

 

令和５年度足利市土地開発公社の経営状況を説明する書類について 

 

 別冊のとおり提出する。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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報告第 ３ 号 

 

令和５年度公益財団法人足利市みどりと文化・スポーツ財団の経営

状況を説明する書類について 

 

 別冊のとおり提出する。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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報告第 ４ 号 

 

令和５年度公益財団法人足利市民文化財団の経営状況を説明する

書類について 

 

 別冊のとおり提出する。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 
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報告第 ５ 号 

 

令和５年度公益財団法人栃木県南地域地場産業振興センターの経営

状況を説明する書類について 

 

 別冊のとおり提出する。 

 

  令和５年２月２７日提出 

 

足利市長 早 川 尚 秀 

 


